
番号
該当箇所

(例：要綱〇章１（１）■■）
意見 回答（案）

1

要綱　（Ｐ19）

　　ブラックスタート機能募集要綱

７．入札価格、逸失利益相当額およ

び最低保証額（３）最低保証額

・「非常用発電機に係る費用」は「非常用発電機等に係る費用」の誤記でしょうか。
　　要綱では『ブラックスタート機能を維持するために追加的に発生する非常用

　発電機に係る費用、訓練費等の年間費用（適正利潤を含みます。）の金

　額』としており、”訓練費等”の”等”は”非常用発電機に係る費用”および”訓

　練費”の双方にかけておりますので、現状のままとさせていただきます。

2 　　　　　　同上

　・（上記が誤記であることを前提として）「非常用発電機等に係る費用」は2030年度に非常

　　発電機等に係る設備投資を行う予定の場合、設備投資額を計上することで良いでしょうか。

　　仮に減価償却費相当額のみしか認められない場合を含め、設備投資額を計上できることが

　　明確化されない場合、今後のBS公募において当該系統が募集対象外となった場合に非常用

　　発電機等に係る設備投資を回収できないため応札を見送らざるを得ない可能性があります。

　　一般送配電事業者としてのBS機能確保の観点と、事業者さまの事業

　性確保の観点を踏まえると、設備改修を実施する年度以降の年度を募

　集対象とする公募の応札価格に当該設備投資価格を計上頂くことは価

　格規律のルールを逸脱するものではないと考えます。

3 　　　　　同上

　・（同上）「非常用発電機等に係る費用」は2030年度以前に非常用発電機等に係る設備

　　投資を行う予定で、2029年度向け以前のBS公募にその設備投資を考慮していない場合、

　　その設備投資額を2030年度BS公募に計上することで良いでしょうか。

　　仮に設備投資額を計上できることが明確化されない場合、非常用発電機等の故障等により

　　取替が必要となった場合に設備投資ができず応札を見送らざるを得ない可能性があります。

　　一般送配電事業者としてのBS機能確保の観点と、事業者さまの事業

　性確保の観点を踏まえると、BS機能を維持するために必要と判断され

　る費用を設備改修される年度以降の年度を募集対象とする公募の応札

　価格に当該設備投資価格を計上頂くことは価格規律のルールを逸脱す

　るものではないと考えます。

4

要綱（P10,11）

　ブラックスタート機能募集要綱

4．入札単位および募集規模

項目番号：4.募集容量】

　・対象系統について、系統対策にて募集を取り止める場合、ブラックスタート機能のために投資し

　　た費用が未回収となる恐れがあるため、前年までに募集を取り止める旨の通知をする等の明記

　　いただけないか。

　　また、現在の募集要綱の入札価格は「契約電源等を維持するために要する年間費用」となって

　　いるため当該未回収費用を算入できるような記載としていただけないか。

　・対象系統における募集を終了する場合には、募集の終了を決定した時点

　　（系統対策工事計画の立案等）以降、募集要綱へ最終公募年度を記

　　載すること等により通知させて頂く予定です。

　・事業者さまの事業性確保の観点から、ご意見のとおり、未回収リスクの

　　ある費用を募集取止めまでの期間に応じて年間費用として計上可能とす

　　る旨を追記いたします。

5

要綱（P20）

　ブラックスタート機能募集要綱

９．主な契約条件（２）料金

　・基本料金の算定精度を高める観点から、再算定を実施すること自体については理解するが、

　　その再算定の結果として、入札事業者のみが不利益を被ることとならないよう、上回った場合

　　には増額を認めていただきたい。

　・応札者のみに市場価格の変動リスクを負担させるものであり、BS公募に入札することで損する

　　ケースも発生することから、入札インセンティブが大きく低下する。

　　2029年度は価格操作の懸念および、公募制度の趣旨である公平性等を

　重視し、下回る場合のみといたしましたが、次の条件をすべて満たす場

　合に限り、増額を認めるものとし、募集要綱に反映いたします。

　●増額理由が、事業者に責のない、他の事業者にも等しく影響のある社

　　会的事象（入札以降に発生した法令・制度の変更、市場価格の変動）

　　により発生したものであること。

　●合理的かつ客観的に妥当であると認められる根拠および資料が提出

　　されること。

　●再算定の結果、基本料金が合理的かつ客観的に妥当であると、一般

　　送配電事業者が認めること。

6

要綱　（Ｐ13）

　　ブラックスタート機能募集要綱

６．入札の条件（２）契約電源等

の運用　a.全系統ブラックスタート

（ｂ）定期点検、補修停止期間調

整の応諾

　　停止期間に関して、大型工事により１年間のうち10ヶ月程度の停止を予定している場合、

　　入札条件を満たしているとの理解でよいか。

　　許容される停止期間は、他の落札したブラックスタート電源との補修調整の

状況によるため、

　設定しておりません。

　なお、長期停止に関して入札前にお問い合わせください。
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